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契約検査課長

事故レベルⅢ（死亡等重大な事故）

報 告

建設工事安全対策委員会

（ 事務局 契約検査課） 委 員 長

※参考
委員会は以下の条件の内、何れかの時点で開催する。
①受注者が書類送検された時点。
②受注者が労働基準監督署からの是正勧告書受領

後、是正報告書の提出が確認出来た時点。
③該当主務課等により委員会審議事項（原因究明

及び再発防止策等）がまとめられた時点。

開催通知 資料提出及び出席依頼
委 員 主務課長

出席 報告・説明
委員会開催

YES専門的な見地
の意見が必要

NO 学識経験者・
専門家等の出席

『事故調査結果の分析及び原因究明』
『安全対策及び再発防止策の策定』

報告

所 管 部 長 情報提供 所管部長以外
(工事事故担当課) の関係部長

(工事事故担当課)

事故原因及び再発 事故原因及び再発
防止策を関係機関 防止策を関係機関
の長及び関係業者 の長及び関係業者
団体へ周知 団体へ周知

終 了


